
新潟市肝炎ウイルス検査事業(集団)実施要領

１ 目的

   肝炎対策の一環として，肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに，

市民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し，必要に応じて保健指導を受け，肝炎

ウイルス検査を受検することにより，肝炎に関する健康障害を回避し，症状を軽減し，

進行を遅延させることを目的とする。

２ 対象者

   新潟市に住民票がある市民で，ＨＣＶ検査の既往が無く集団検診での検査を希望す

る者 

３ 受診回数 

   同一人において一連の検査につき１回とする。 

４ 実施期間 

   実施期間は，集団検診実施期間とする（概ね 4 月下旬～11 月下旬）。 

５ 実施機関 

   実施機関は,新潟県健康づくり財団が委託する検診機関（以下「検診機関」という。）

とする。 

６ 実施の方法 

   別紙のとおりとする。 

７ 受診の方法 

   受診券及び健康保険証を持参し,直接集団検診会場で受診するものとする。 

８ 検査に関する費用 

（1） 検査料 

別に定める委託契約書のとおりとする。 

（2） 一部負担額 

一部負担は徴収しない。 

９ 検査結果の通知及び事後指導 



（1） 検診機関は、肝炎ウイルス検査個人記録票（以下「個人記録票」という。）に基づ

き、結果を市長へ通知する。 

（2） 市長は通知の際，ＨＢｓ抗原検査において「陽性」と判定された者及びＣ型肝炎

ウイルス検査において「現在，Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と

判定された者に対し，保健指導及び医療受診を勧めることにより，医療の放置又は

中断のないよう指導を行うものとする。 

「現在，Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定された者につい

ては，検査結果と検査日を記録することを勧奨する。 

（3） 市長は，（2）の被判定者に対し，個人記録票に基づき，後日，保健師等により健

康状態や受診の有無等について問い合わせを行うものとする。 

（4） 市長は，検査記録を保健所情報システムにおいて管理するものとする。 

10 検査費用の請求と支払 

   検診機関は,新潟県健康づくり財団へ連名簿を提出するものとする。 

市長は，新潟県健康づくり財団から請求を受けた場合において請求書等を審査のう

え，適当と認めたときは，すみやかにその費用を支払うものとする。 

11 委託契約の方法 

   検診機関については，新潟県健康づくり財団と新潟市が一括契約を行うものとする。 

12 その他 

   対象者の年齢等は，受診券，健康保険証等により確認する。 

  附 則 

この要領は，平成２７年１１月１日から適用する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は，平成３１年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は，当分の間，所要の



調整をして使用することができる。 



（別紙） 

実施の方法 

 検診項目は，問診及び血液検査とする。 

１ 問診 

   問診は，別に定める「肝炎ウイルス検診個人記録票」を用いて行う。問診に当たっ

ては，肝臓病等の既往，肝炎ウイルス検査実施の有無，治療の有無等を聴取し，必ず

受診者本人の同意を得る。 

   なお，Ｂ型肝炎の治療を受けている等，特別の事情がある場合は，Ｂ型肝炎ウイル

ス検査を実施しないことができる。 

２ 採血 

（１） ＨＢｓ抗原検査，ＨＣＶ抗体の検出（※省略可能），ＨＣＶ抗体検査用及び核

酸増幅検査（ＮＡＴ）用の採血は同時に行う。 

     ついては，①末梢血検査用，②血糖検査用，③一般生化学検査用，④ＨＢｓ抗

原検査用，⑤ＨＣＶ抗体の検出用（※省略可能），⑥ＨＣＶ抗体検査用，⑦核酸

増幅検査(ＮＡＴ)用の血液が必要となるが，一般生化学検査用，ＨＢｓ抗原検査

用, ＨＣＶ抗体の検出用（※省略可能），ＨＣＶ抗体検査用については，同じ１

本のスピッツで検査することも可能である。 

     このようなことから，採血にあたっては，末梢血検査用スピッツ，血糖検査用

スピッツ，一般生化学検査用，ＨＢｓ抗原検査用，ＨＣＶ抗体の検出用（※省略

可能）及びＨＣＶ抗体検査用スピッツ，核酸増幅検査用スピッツの４本のスピッ

ツを最低限用意する必要があり，特に核酸増幅検査用スピッツは，コンタミネー

ションを避け検査に正確を期すため，必ず専用スピッツを用意する。 

３ 検査 

（１）  Ｂ型肝炎ウイルス検査は，ＨＢｓ抗原検査で行う。 

（２）  ＨＣＶ抗体の検出（※省略可能） 

ＨＣＶ抗体の検出として体外診断用医薬品の承認を受けた定性的な判断ので



きる検査方法を用いて，ＨＣＶ抗体の検出を行い，陽性又は陰性の別を判定。

陽性を示す場合は，ＨＣＶ抗体検査を必ず行うこと。陰性を示す場合は，「現在，

Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判定する。本検査は省略す

ることができる。 

（３）   ＨＣＶ抗体検査 

ＨＣＶ抗体検査として体外診断用医薬品の承認を受けた測定範囲が広く，高力

価群，中力価群，低力価群に適切に分類することができるＨＣＶ抗体測定系を用

いること。 

検査結果が高力価を示す場合は，「現在，Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可

能性が高い」と判定する。 

各検査法でスクリーニングレベル以下を示す場合は，「現在，Ｃ型肝炎ウイル

スに感染している可能性が低い」と判定する。 

検査結果が中力価及び低力価を示す場合は，ＨＣＶ核酸増幅検査を行う。 

（４）ＨＣＶ核酸増幅検査

     定性的な判断のできる核酸増幅検査でＨＣＶ－ＲＮＡの検出を行い，検出され

た場合は，「現在，Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定し，検

出されない場合は，「現在，Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い」と判

定する。（図１）

 なお，いずれの検査についても，その結果の判定に当たっては，検査に携わる

医師によって行われるものであること。



図１ Ｃ型肝炎ウイルス検査の指針








